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【１】小規模事業者の定義 

 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第５１号）

第２条に定める小規模事業者 

＜商工業者であって、従業員数が以下のもの＞ 

 

業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します（現に行って

いる事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します）。 

 

【業種の考え方】  

●「商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）」とは、 「他者から仕入れた商品を販売する

（＝他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する）事業」、「在庫

性・代替性のない価値（＝個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値）を提

供する事業」のことを言います。自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは

「商業・サービス業」 ではなく「製造業その他」に分類されます。 

● 「宿泊業・娯楽業」とは、「宿泊を提供する事業（また、その場所で飲食・催事等のサ

ービスを併せて提供する事業も含まれる。）＜日本標準産業分類：中分類７５（宿泊業）

＞」「映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサ

ービスを提供する事業＜同：中分類８０（娯楽業）＞」のことを言います。 

● 「製造業その他」とは、「自者で流通性のあるモノ（ソフトウェアのような無形の商品

や無形の価値を含む）を生産する事業、他者 が生産したモノに加工を施したりするな

どして、更なる価値を付与する事業（在庫性のある商品を製造する事業）」のことを言い

ます。 なお、「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめること

が難しい事業（建設業、 運送業等）や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断

が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。 

 

 

 

 

 

従業員20人以下
従業員5人以下

宿泊業、娯楽業 従業員20人以下

製造業その他の業種
商業（卸売業・小売業）又はサービス業



【２】補助対象者の範囲 

補助対象となりうる者 補助対象にならない者 

・会社および会社に準ずる営利法人 

（株式会社、合名会社、合資会社、合同

会社、特例有限会社、企業組合・協業組

合、士業法人（弁護士・税理士等）） 

・個人事業主（商工業者であること） 

・一定の要件を満たした特定非営利活動法

人（※１） 

・医師、歯科医師、助産師 

・系統出荷による収入のみである個人農

業者（個人の林業・水産業者についても

同様）（※２） 

・協同組合等の組合（企業組合・協業組合

を除く） 

・一般社団法人、公益社団法人 

・一般財団法人、公益財団法人 

・医療法人 

・宗教法人 

・学校法人 

・農事組合法人 

・社会福祉法人 

・申請時点で開業していない創業予定者

（例えば、既に税務署に開業届を提出し

ていても、開業届上の開業日が申請日よ

りも後の場合は対象外）（※３） 

・任意団体等 

※１：特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ま

す。 

なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用 

業種は「その他の業種」の従業員基準を用います。 

・ 法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）を行っ

ていること 

・ 認定特定非営利活動法人でないこと 

  ※２：個人農業者（林業・水産業者も同様）であっても、農作物の加工や農作物を用いた

料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、

補助対象となります。（農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です）。 

  ※３：既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場

合も補助対象外となります。交付決定後に判明した場合は、交付決定の取消し等を

行う場合があります。 

 

○資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に１００％の株式を保有され

ている場合（法人）は、補助対象者から除かれます。 

○確定している（申告済み）の直近３年分の各年又は各事業年度の課税所得額の年平均

額が１５億円を越えている場合は、補助対象者から除かれます。 



【３】常時使用する従業員の範囲 

本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。 

(a)会社役員（従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。） 

(b)個人事業主本人および同居の親族従業員 

(c)（申請時点で）育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 

＊法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者 

(d)以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等 

(d-1)日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節

的業務に４か月以内の期間を定めて雇用される者（ただし、所定の期間を超えて

引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。） 

(d-2)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員（※）」の所定労働時

間に比べて短い者 

 

※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従

業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前

提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘

案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいな

い場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通

常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員（１日または１週間

の労働時間および１か月の所定労働日数が、通常の従業員の４分の３以下である）

はパートタイム労働者とします。「（d-2）パートタイム労働者」に該当するのは、「１日

の労働時間および１か月の所定労働日数が４分の３以下」もしくは、「１週間の労働

時間および１か月の所定労働日数が４分の３以下」の場合に限ります。 

 

 


